
特定類型該当性に関する⾃⼰申告書 
 
公⽴⼤学法⼈横浜市⽴⼤学 
理事⻑ 殿  

年   ⽉   ⽇  
 

⽒名 
 
 「外国為替及び外国貿易法第２５条第１項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づ
き許可を要する技術を提供する取引⼜は⾏為について」（平成４年１２⽉２１⽇付け４貿
局第４９２号。以下「役務通達」という。）の １（３）サ①⼜は②に該当するか否かにつ
いて、下記のとおり⾃⼰申告します。  

記  
 

 
私は、  
□ 特定類型①に該当します。  
□ 特定類型②に該当します。  
□ 特定類型①及び②に該当します。  
□ いずれにも該当しません。 
 
＜特定類型＞ 
 ① 外国法令に基づいて設⽴された法⼈その他の団体（以下「外国法⼈等」という。） ⼜
は外国の政府、外国の政府機関、外国の地⽅公共団体、外国の中央銀⾏並びに外国の政党
その他の政治団体（以下「外国政府等」という。）との間で雇⽤契約、委任契約、請負契
約その他の契約を締結している。そして、当該契約に基づき当該外国法⼈等若しくは当該
外国政府等の指揮命令に服する⼜は当該外国法⼈等若しくは当該外国政府等に対して善管
注意義務を負う者。 
例：外国の⼤学と兼業（クロスアポイントメントを含む）をしている 

  外国の企業（×外資系企業）に勤務している 
 
② 外国政府等から多額の⾦銭その他の重⼤な利益（⾦銭換算する場合に当該者の年間所
得のうち２５％以上を占める⾦銭その他の利益をいう。）を得ている者⼜は得ることを約
している者  
例：外国政府から留学資⾦の提供を受けている 

   外国政府の理⼯系⼈材獲得プログラムに参加し、個⼈として多額の研究資⾦や⽣活費 
の提供を受けている 

 
以上 


